
浜松市告示第２４７号 
 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 2 第 2 項の規定に基づき、地域情報セ

ンターの使用料の徴収事務の指定公金事務取扱者として指定し、委託したことを告示する。 
 

 
 
令和８年４月１７日 
 

浜松市長  中野 祐介 
 
１ 指定公金事務取扱者所在地 
   静岡県浜松市中央区萩丘五丁目９番１３号 
 
２ 指定公金事務取扱者名称 
   有限会社 イーエムエス 

 
３ 指定公金事務取扱者への委託内容  

地域情報センターの使用料の徴収事務 
 
４ 指定公金事務取扱者へ指定した日  

令和８年３月２７日 
 
5 指定公金事務取扱者へ委託した日 
   令和８年３月２７日 
 


